
入 札 公 告 

 
 下記のとおり一般競争入札に付します。 

 

記 

  

１．競争入札に付する事項 

(１) 件   名  令和７年度購買履歴データを用いた農産物・食品購買者に関する分析業務委託事業 

(２) 仕様・規格  仕様書のとおり 

(３) 数   量  仕様書のとおり 

(４) 履 行 期 間   契約締結日から令和８年３月３０日（月） 

(５) 履行場所   農林水産政策研究所 

 

２．競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

(１) 予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165号。以下「予決令」という。）第 70条の規定に該当し

ない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意

を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

(２) 予決令第 71条の規定に該当しない者であること。 

(３) 令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供等」において

「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされている者であること。 

(４) ５の(２)の提出書類の受領期限の日から、６の(２)の入札執行の日までの間において、農林水産政

策研究所物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受

けている期間中でないこと。 

(５) 入札説明書の交付を受けた者であること。 

 

３．入札方法 

  入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算

した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって

落札価格とするので、入札金額は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

４．契約条項を示す場所、入札説明書を取得する方法 

(１) 場  所  入札説明書のとおり 

         入札説明書には、入札心得、入札書・委任状様式、仕様書、契約書（案）を含む。 

(２) 取得方法   電子メールによる取得  

件名に「入札説明書一式の交付希望」と記載したメールを以下の宛先に送信し、入 

          札説明書を取得すること。 

           送信先メールアドレス：seisakuken_youdo@maff.go.jp    

なお、公告期間中（行政機関の休日を除く。）は、農林水産政策研究所会計課（中 

          央合同庁舎 4号館 12階、ドア№1217）でも交付する。（10時～17時まで。（ただし  

12時～13時を除く。）） 

（３） 公告期間  令和８年２月１３日（金）～令和８年３月３日（火） 

（４） 入札説明会 入札説明会は実施しない。 

          なお、本入札について、不明点がある場合には、入札説明書 14の問い合わせ先に連絡

すること。 

 

５．証明書の提出期限及び提出場所並びに提出方法 

(１) 提出書類  令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の写し 

担当者の名刺（所属部課名、氏名、連絡先(電話番号、E-mail)がわかるもの） 

(２) 提出期限  令和８年３月３日（火） １１時 

（３） 提出場所  〒100-0013東京都千代田区霞が関 3-1-1 

農林水産政策研究所会計課（中央合同庁舎 4号館 12階、ドア№1217） 

（４） 提出方法  原則、調達件名を付した電子メールによる送付とする。 

なお、郵便、信書便又は持参による提出も可とする。 

          ※メールアドレス：seisakuken_youdo@maff.go.jp 

          ※郵便・信書便の場合は、書留郵便等、配達の記録が残る方法で送付し、提出期限厳

守のこと。 
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６．入札執行の場所及び日時 

(１) 場    所 農林水産政策研究所セミナー室（中央合同庁舎第４号館９階 ドア№929） 

(２) 入札執行日時 令和８年３月５日（木） １４時 

           ※郵便・信書便による送付の場合は、書留郵便等、配達の記録が残る方法で送付し、

令和８年３月４日（水）17時までに、５の（３）の提出場所に必着すること（電子

メール送信、ＦＡＸ等は不可）なお、当該入札を代理人をもって行う場合には、委

任状を必ず提出することとする。 

 

７．入札の無効 

   本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無

効とする。 

 

８．入札保証金及び契約保証金 免除する。 

 

９．落札者の決定方法 

   予決令第 79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行っ

た者を落札者とする。 

 

１０．契約書の作成の要否 

   契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 

１１．その他 

   本公告に記載なき事項は入札説明書による。 

 

 

                                                                                      

以上公告する。 

 

  令和８年２月１３日 

 

                                   支出負担行為担当官 

                                                                  農林水産政策研究所長 

                                                                    倉重 泰彦 
  

お知らせ 

   １ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平

成 19年農林水産省訓令第 22号）が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き

かけを受けた場合は、その事実を Webサイトで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 

詳しくは当所の Webサイト（農林水産政策研究所における発注者綱紀保持対策について）をご覧

下さい｡ 

 ２ 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020について（令和 2年 7月 17日閣議決定）

に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 
 

 

https://www.maff.go.jp/primaff/about/tyotatu/attach/pdf/r6_osirase.pdf

